
《特別養護老人ホーム彩葉ご利用料金について》 

 

１．利用料金    利用料（１割負担分） ＋ 居住費 ＋ 食 費 の合計となります。 

 

２．所得の低い方の負担を軽減するため、以下の主な負担軽減制度があります。 

① 特定入所者介護サービス費（申請が必要です。） 

居住費と食費には、所得に応じて負担限度額が設けられており、申請により限度額までの負担

に軽減されます。 

利用者負担段階 居住費 食費 

第４段階 

・本人は市民税非課税であるが、世帯内に市民税を課税され

ている人がいる 

・本人が市民税課税 

２，５００円 １,５００円 

第３段階 
・世帯全員が市民税非課税で、利用者負担段階第２段階に該

当しないなど 
１，３１０円 ６５０円 

第２段階 
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入

額の合計が年間８０万円以下など 
８２０円 ３９０円 

第１段階 
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている 

・生活保護を受けている 
８２０円 ３００円 

 

② 高額介護サービス費の支給（申請は不要です。対象者には通知されます。） 

サービス利用料の１割負担分が上限を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として

支給されます。 

 

③ 社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度（申請が必要です。） 

世帯全員が市民税非課税で、収入や預貯金額などの要件を満たす場合、利用料・居住費・食費

の負担が２５％軽減されます。 

 

 

自己負担の上限額 

第４段階 

・本人は市民税非課税であるが、世帯内に市民税を課税されている人

がいる 

・本人が市民税課税 

３７，２００円 

第３段階 
・世帯全員が市民税非課税で、利用者負担段階第２段階に該当しない

など 
２４，６００円 

第２段階 
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計

が年間８０万円以下など 

第１段階 
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている 

・生活保護を受けている 

１５，０００円 



３．負担額の目安（単位：円） 

平成２６年４月１日現在 

第４段階 （世帯内に住民税を課税されている人がいる、または本人が住民税課税である方など）   

 サービス利用

料（１割分） 
居住費 食費 日額 月額（３０日） 

高額介護サー

ビス費適用後 

要介護 １ ６７９ ４，６７９ １４０，３７０ １４０，３７０ 

要介護 ２ ７５０ ４，７５０ １４２，５００ １４２，５００ 

要介護 ３ ８２６ ４，８２６ １４４，７８０ １４４，７８０ 

要介護 ４ ８９８ ４，８９８ １４６，９４０ １４６，９４０ 

要介護 ５ ９６９ 

２，５００ １，５００ 

４，９６９ １４９，０７０ １４９，０７０ 

 

第３段階 （世帯非課税で、第２段階に該当しない方など）                         

 サービス利用

料（１割分） 
居住費 食費 日額 月額（３０日） 

高額介護サー

ビス費適用後 

要介護 １ ６７９ ２，６３９ ７９，１７０ ７９，１７０ 

要介護 ２ ７５０ ２，７１０ ８１，３００ ８１，３００ 

要介護 ３ ８２６ ２，７８６ ８３，５８０ ８３，４００ 

要介護 ４ ８９８ ２，８５８ ８５，７４０ ８３，４００ 

要介護 ５ ９６９ 

１，３１０ ６５０ 

２，９２９ ８７，８７０ ８３，４００ 

 

第２段階 （世帯非課税で、合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間 80 万円以下の方など）   

 サービス利用

料（１割分） 
居住費 食費 日額 月額（３０日） 

高額介護サー

ビス費適用後 

要介護 １ ６７９ １，８８９ ５６，６７０ ５１，３００ 

要介護 ２ ７５０ １，９６０ ５８，８００ ５１，３００ 

要介護 ３ ８２６ ２，０３６ ６１，０８０ ５１，３００ 

要介護 ４ ８９８ ２，１０８ ６３，２４０ ５１，３００ 

要介護 ５ ９６９ 

８２０ ３９０ 

２，１７９ ６５，３７０ ５１，３００ 

 

第１段階 （世帯非課税で、老齢福祉年金を受給されている方、または生活保護を受給されている方など） 

 サービス利用

料（１割分） 
居住費 食費 日額 月額（３０日） 

高額介護サー

ビス費適用後 

要介護 １ ６７９ １，７９９ ５３，９７０ ４８，６００ 

要介護 ２ ７５０ １，８７０ ５６，１００ ４８，６００ 

要介護 ３ ８２６ １，９４６ ５８，３８０ ４８，６００ 

要介護 ４ ８９８ ２，０１８ ６０，５４０ ４８，６００ 

要介護 ５ ９６９ 

８２０ ３００ 

２，０８９ ６２，６７０ ４８，６００ 

※上記の他、下記の加算をご負担いただきます。（1 日あたり） 

日常生活継続支援加算（24 円）／個別機能訓練加算（12 円）／看護体制加算Ⅰ（7 円）／夜間職員配置

加算Ⅰ（23 円）／口腔機能能維持管理体制加算（31 円：1 ヶ月あたり）／栄養マネジメント加算（15 円）／

療養食加算（24 円）／介護職員処遇改善加算（サービス利用料金の 2．5％）など 

※入所後、30 日間は上記金額に 1 日あたり 31 円が加算されます。 

※その他、預り金管理手数料 1 ヶ月あたり 2,000 円 ・ 電気代 1 日あたり 1 点 50 円（テレビ・冷蔵庫・電気毛

布等使用の場合） ・ 理美容代（カット 1,500 円・顔そり 500 円等）などが必要です。 


